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 １、はじめて障害者サービスを利用する場合

 利用者または代理人 図書館 教育委員会

 ・申請書はHP「障害者サービス」から出力できます

 ・必要書類を添付の上申請してください。

 ・通知受理後、サービスの利用が可能になります。

 ２、対面朗読サービスの利用について

 利用者または代理人 図書館

 ・日付、時間、連絡先、資料名、
 　日程調整後の連絡方法を伝えます。
   ※希望日時に添えない場合があります。

「和光市図書館利用困難者
事業利用登録申請書」（様
式第１号）を提出する。

申請書受理

教育委員会へ提出 申請書受理

「和光市図書館利用困難
者事業利用登録決定通
知書」を送付する。

「和光市図書館利用困難者
事業利用登録決定通知書」
を受理。

予約をする
（電話、メール、FAX等） 音訳者へ依頼する

利用者又は代理人へ連絡

当日は開始５分前に事務室へ

対面朗読の実施

内容・添付資料
の確認

再度日程調整が
必要な場合あり

対面朗読サービス
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